
- 1 - 
 

 

屋久島観光協会 入会、退会及び会費に関する規定 

 

（目的） 

第 1条 この規定は、屋久島観光協会（以下、「協会」という）の会則第 6条、第 7条及び第 8条

の規定に基づき、協会の会員の入会、退会及び会費等に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

（入会手続） 

第 2条 協会の正会員とは、会則第 6条の規定により入会を承認されたものである。 

２   協会の正会員になろうとする者は、入会申込書（第 1号・第 2号様式）に以下の書類を

添付して、協会の事務局に提出しなければならない。 

    但し、この協会に入会しようとする者で、過去にこの協会を除名とされた者が、再び入

会しようとする場合は、除名処分となった日から起算して 2年を経過していなければな

らない。 

⑴ 所属しようとする業種代表理事（部会長）と、その他の理事 1名の推薦状（第 1号・第 2 

 号様式） 

⑵ 誓約書（第３号様式）。 

⑶ ガイド業は、個人登録とする。ガイドにあっては、屋久島に 6箇月以上の住所を有する住

民と正会員ガイド 2名の推薦状（第４号様式）、6月以内の顔写真。 

⑷ ガイド業（法人企業）にあっては、観光協会正会員ガイドの社員 1名以上を有し 6箇月以

上の営業実績を確認できる書類（観光協会での位置づけは一般企業とする）。 

⑸ その他の業種にあっては、6箇月以上の営業実績を確認できる書類。 

⑹ 許認可を必要とする事業の場合は許認可を証する書類の写し。 

⑺ 個人にあっては住民票、法人にあっては法人登記簿謄本。 

⑻ 施設等を有している場合は、その平面図及び周辺見取図。 

⑼ その他、会長が審査に必要と認める書類。 

３ 会長は、前項の規定に基づき、理事会において入会を承認したときは、入会決定通知書 

（第５号様式）により、入会申込者に通知しなければならない。 

（変更届） 

第 3条 正会員は、入会申込事項（申込者名・代表者名・名称・業種・住所・所在地等）に変更が

生じたときは、速やかに変更届（第６号・第７号・第８号・第９号様式）を提出しなけれ

ばならない。 

（入会日） 

第 4条 理事会の審査を経て入会を認められたものは、入会の審査を行った理事会の開催日の翌日

を入会日とする。但し、除名処分となった者の再入会の時期については、理事会の審査を

受けた後、3箇月をもって入会日とする。 

    なお、審査後 3箇月の間に会員として不適切な行為があったと認められる場合、その者の

入会は認めないものとする。 

（年会費） 

第 5条 正会員の年会費については、会員種別に応じて次のとおりとする。但し、前 3条の手続き

を経て入会を認められた者の初年度の会費は、定められた年会費を 12月で除した金額

に、当該年度の在籍月数を掛けた額とする。 

 

（１）宿泊業 

定 員 数 会 費（円） 

１ ～ ２１未満 15,000 
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２１ ～ ４１未満 30,000 

４１ ～ ６１未満 50,000 

６１ ～ ８１未満 70,000 

８１ ～ １０１未満 100,000 

１０１以上 120,000 

 

（２）運輸業 

  ①バス事業者 

保有台数（台） 会 費（円） 

１ ～ ５ 50,000 

６ ～ ２０ 60,000 

２１ ～ ３０ 70,000 

３１以上 80,000 

 

  ②レンタカー事業者 

保有台数（台） 会 費（円） 

１ ～ ５ 15,000 

６ ～ １０ 20,000 

１１ ～ ２０ 30,000 

２１ ～ ３０ 35,000 

３１ ～ ４０ 40,000 

４１ ～ １００ 45,000 

１０１以上 50,000 

 

  ③タクシー事業者 

保有台数（台） 会 費（円） 

１ ～ １０ 20,000 

１１ ～ ２０ 25,000 

２１ ～ ３０ 30,000 

３１ ～ ４０ 35,000 
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④船舶事業者（フェリー） 

車載可能台数（台） 会 費（円） 

４０未満 10,000 

４０ ～ ６０ 15,000 

６１以上 30,000 

 

    ⑤船舶事業者（高速船） 

船舶数（隻） 会 費（円） 

1隻 20,000 

２隻 40,000 

３隻 60,000 

4隻 80,000 

5隻 100,000 

6隻 120,000 

 

（３）ガイド業（個人） 

ガイド業 会 費（円） 

個人ガイド 15,000 

 

（４）ガイド業（法人企業） 

    ガイド業は、年会費 15,000円とする。 

 

（５）物販業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積（坪） 会 費（円） 

１０未満 15,000 

１０ ～ ２０未満 20,000 

２０ ～ ３０未満 25,000 

３０ ～ ４０未満 30,000 

４０ ～ ５０未満 35,000 

５０ ～ １００未満 50,000 

１００ ～ １５０未満 60,000 

１５０ ～ ２００未満 70,000 

２００ ～ ２５０未満 80,000 

２５０ ～ ３００未満 90,000 

３００以上 100,000 
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（６）飲食業 

飲食業 会 費（円） 

個  人 15,000 

法人企業 20,000 

 

（７）一般企業 

   一般企業については、年会費を 1万以上とし、会社の規模・従業員数・事業実績等を勘案

し、理事会において決定する。 

２ 賛助会員の会費は、年額 100,000円以内とする。 

（会費の納入等） 

第６条 年会費は、当協会が発行する請求書により指定された日までに支払うものとする。 

（会員名簿） 

第７条 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿（第１１号式）に登録する。 

２ 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲につい

て、本人の意向を十分尊重し、慎重に取扱わなければならない。 

（退会） 

第８条 会員は、退会届（第１０号様式）を提出して、任意に退会することができる。 

２ 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。 

３ 会則第 9条及び第 10条の規定により除名又は会員資格を喪失した場合は、前項の規定を 

準用する。 

４ 理事会は、会員が資格喪失又は経営困難その他の事情により退会した年の会費を納入するこ

とが困難であると認めるときは、第 8条の規定にかかわらず、年会費の免除を議決すること

ができる。 

 

（改廃） 

第９条 この規定の改廃は、理事会の決議をもって行う。 

（補則） 

第１０条 この規定に定めるもののほか、この規定の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める

ものとする。 

（附則） 

１ この規定は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


